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市原市の災害対策早わかり 

 

                      REV.1 2024年 11月 15日 

2024年 10月 1日 

我部山民樹（かべやまたみき） 

1．はじめに 

 災害時の一避難者として理解しておかなければならない防災知識、また平時や災害発生時に我々

市民が災害ボランティア活動にどのように参加できるのだろうかと思い、市原市の防災計画と災害

対策を自分なりに整理してみましたが、以下の資料が防災計画・災害対策の概要を理解するための

一助になれば幸いです。 

 

 防災計画や災害対策は、災害対策基本法等（4項の「災害対策関係法律」を参照）の法律に定

められている。災害対策基本法に基づいて「地域災害防止計画」（市原市は令和 3 年発行の「市原

市地域防災計画【概要版】および【修正概要】）を市町村が取り決めるように定められている。さ

らには市町村が「地域による避難所開設・運営マニュアル」（市原市は令和 5 年 7 月の修正版「地

域による避難所開設・運営マニュアル」）を制定している。また「市原市〇〇小学校区安全・安心

ネットワーク」により「市原市○○小学校区地区防災計画」が定められている。自治会によっては

「○○自治会防災会」等により、「○○自治会自主防災規約」が定められている。 

避難する一般市民としては、平時に災害に備えて家具類の転倒防止等の対策をして、備蓄品を蓄

え、非常時持ち出し品を準備する。また防災訓練に参加し災害発生時に備え、いざ災害発生時は、

「災害や避難勧告に関する各種情報」を収集しながら、非常時持ち出し品を携えて速やかに所定の

避難場所に避難し、避難所の指示を仰げばよい。ただし、避難所は感染症が広まりやすい空間なの

で、自宅に留まることも考慮する。 

セーフティリーダーを含むボランティア活動を目指すには、防災関係の法律体系や災害対策の国

の責務、市の責務、また「自主防災組織」等の民間組織の役割、避難者の災害対策に対する役割を

理解する必要がある。 

2．避難者として準備しておくこと、理解しておくこと 

2－1．平時に準備して理解しておくこと 

① 日頃からできる備え 

・よくいる場所で、どんな危険があるか考える 

・日頃から防災情報を収集し、状況を把握する 

・近所付き合いをする 

・ハザードマップを見る（「指定緊急避難場所及び指定避難所等一覧」を見て、自分の避難場所を

確認しておく）。そして「防災マップ」と「市原市水害ハザードマップ」をいつでも見られる場

所に置いておく。 

・訓練をして身体で覚える（防災訓練に参加する） 

・防災情報の意味を知っておく 

・救急箱を用意し、応急処置を知っておく 
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・家の中、部屋の中の危険を減らしておく（①地震に備え家具などの転倒・落下を防止する、②台

風に備え、屋外のごみ箱等の飛散防止や自宅近くのＵ字溝の清掃をする、③火災に備え消火器や

防火用品を準備する） 

・非常時に必要なものは日頃から備蓄しておく（備蓄品及び非常時持ち出し品） 

 

② 備蓄品（最低 3日分、可能な限り１週間分備える） 

・食品 

・飲料水（1L/人 /日×2人×3日＝６L） 

・給水用ポリタンク・給水袋 

・テッシュペーパー・ウエットテッシュ 

・紙皿・紙コップ・割り箸 

・ビニール袋 

・カセットコンロ 

・ラップフィルム 

・洗面用具 

・工具セット 

・乳幼児のオムツ、粉ミルク 

・高齢者の常備薬 

・女性の生理用品  

・生活用水（10～20L/人/日×2人×3日＝60～120L） 
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③ 持ち出し品 

（とっさの場合に持ち出せるようにリュックに詰めておきたい） 

現金（カード等が使え

なくなる） 

アメ・チョコレート 乾電池・モバイルバッ

テリー 

 

保険証 栄養補助食品 ライター・マッチ  

預金通帳 飲料水 下着・靴下・タオル  

印鑑 缶切 防寒用ジャケット・雨

具 

簡易トイレやオムツ

等のトイレ対策 

免許証 レジャーシート 長袖・長ズボン カセットコンロとガ

スボンベ 

救急箱・除菌シート・

消毒液 

防災の手引き 厚手の手袋・マスク カッター 

胃腸薬・便秘薬・持病

の薬 

携帯ラジオ 携帯用カイロ 生理用品 

食品 懐中電灯 ヘルメット・防災ずき

ん 

歯ブラシ 

特に用意しておくもの（朱記） 

・停電に備えて、乾電池・バッテリーを用意しておきましょう！ 

・カセットコンロとガスボンベを用意しておくと便利！ 

・簡易トイレやオムツ等のトイレ対策をしておきましょう 

・カードなどが使用できないことがあるので、現金も用意しておきましょう 

・ペットのえさや避難用ケージ等も備蓄しておきましょう 

④自分の避難場所を確認する 
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〇指定避難所の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇避難場所・避難所の指定 
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〇早期開設避難所（避難準備段階で収容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇具体的な避難場所 

「指定緊急避難場所及び指定避難所等一覧」に明記され、市原市水害ハザードマップ①のページ 18

～20 に記載。または「市原市地域防災計画【修正概要】（令和 3年 3月）ページ 8～11に記載。 

「洪水・高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域にかかる要配慮者利用施設一覧」はページ 12～18。 

④ 災害及び避難情報の収集 

❶情報伝達体制（市原市地域防災計画【概要版】） 
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❷避難情報 

避難は警戒レベル 3・4・5 で行う            

       住民がとるべき行動       避難の情報 

警戒レベル 1…避難情報に注意          ― 

警戒レベル 2…避難方法確認           ―    

警戒レベル 3…高齢者など避難         高齢者避難  

警戒レベル 4…危険場所から避難        避難指示 

警戒レベル 5…命を守って！          緊急安全確保 
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〇台風、大雨による河川の氾濫、土砂災害に対する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥地震発生時は状況により自宅に留まることも選択すべきなので、あらかじめ選択ポイントを認識

し備える。しかし風水害のときには速やかに避難する。 

❶避難場所に行く場合 

感染症が広まりやすい空間であることを認識しておく。 
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❷自宅に留まる場合 

・備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自宅で避難が可能な場合、自宅での避難生活に備える。（家庭事情に応じた備蓄品と数量を決め、

備蓄する、携帯電話は常に充填し、ポータブルバッテリーや電池等を備蓄する） 

・排水もできない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・トイレの備え 
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・玄関付近にタオルを巻くとか掲示板等で無事であることを知らせること 

 

2－2．災害発生時の知識と行動 

①地震発生時 

・その場で身の安全を図る 

・家族の無事を確認し、余震に注意する 

・情報が得られるか確認  

②隣近所の状況を確認する 
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③避難所に避難する場合  

避難勧告により避難する。 

ペットは避難が同行避難出来るが、室内への同伴避難はできないので留意すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

④避難所の受付で指示を仰ぐ 

避難所の体育館は事前に取り決められた施設管理者等により開錠され関係者により避難所運営

委員会や避難所運営本部が立ち上がっている。受付にて指示を仰ぐ。 

避難場所は市職員、町会・自主防災会、施設管理者（学校長他）、避難者の 4 者で管理運営され

る。 

 

 

 

 

 

避難者は運営委員会の指示を仰ぎながら、 

避難所の運営に協力することが望ましい 

 

〇避難所開設の流れ 
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3．セーフティリーダー、自主防災組織、避難所運営等の災害ボランテイア活動を目指す方に必要

な知識 

3－1．災害対策関連の法律 

〇災害対策関連の法律一覧 

❶災害対策基本法 

❷大規模地震対策特別措置法 

❸津波対策の推進に関する法律 

❹活動火山対策特別措置法 

❺砂防法、森林法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 

❻豪雪地帯対策特別措置法 

❼原子力災害対策特別措置法 

❽災害救助法 

 

〇災害対策基本法 

・災害時応急対策及び応急措置を実施する義務 

「市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市

町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力

を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責

務を有する。」 

・国が災害応急対策を応援し、応急措置を代行する仕組みを創設する 

「災害緊急事態の布告があったときは、災害応急対策、国民生活や経済活動の維持・安定を図るた

めの措置等の政府の方針を閣議決定し、これに基づき、内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体

となって対処するものとすること。 災害により地方公共団体の機能が著しく低下した場合、国が

災害応急対策を応援し、応急措置(救助、救援活動の妨げとなる障害物の除去等特に急を要する措

置)を代行する仕組みを創設すること。」 

・市町村は被災者の申請により、被害状況を調査のうえ、被害状況により罹災証明書を発行する。 

防災の三助とは、災害による被害を最小限にできる社会を実現するために必要な防災上の取組み

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇災害救助法 
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・災害救助法の目的 

 災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、 応急的に

必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。 

・実施体制 

災害救助法による救助は、都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助する。 なお、必要な場合

は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長に委任できる。 

・救助の種類 

❶ 避難所の設置 ❷ 応急仮設住宅の供与 ❸ 炊き出し・食品の給与 ❹ 飲料水の供給 ❺ 生活必

需品の給与・貸与 ❻ 医療及び助産 ❼ 被災者の救出 ❽ 被災した住宅の応急修理 ❾ 学用品の

給与 ❿ 埋葬 ⓫死体の捜索・処理 ⓬ 障害物の除去 

 

3－2．市原市防災計画 

「市原市地域防災計画【概要版】および【修正概要】」（ネットで検索できる、自主防災計画とは異

なる）他による。 

「市原市地域防災計画とは、災害対策基本法の規定に基づき､市原市防災会議が作成する計画で

す｡ 
この計画は、市域に係る災害対策を実施する際の、市、県、防災関係機関や公共的団体が行うべき

業務等の大綱を定めるとともに、自助・共助の取組を推進するため、住民や自主防災組織等の役割

を明らかにし、災害対策の基本について定めています。 

これらの対策について、総合的かつ計画的な推進を図ることにより、自助・共助・公助それぞれの

主体が連携し、さらに全機能を発揮して、住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的と

します。」 
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3－3．避難所開設・運営 

市原市の「地域による避難所開設・運営マニュアル」（令和 5 年 7 月） 

による。（ネットで検索できるが、一部を抜粋） 

①マニュアルの「はじめに」 

日ごろより、地域の避難所を中心とした「避難所運営委員会」を立ち上げ、事前に避難所生活や

使用場所等について話し合っておき、ルール化しておくことが有効です。本書は、地域の方々が協

力して避難所運営が行なえるようにすること を目的として、避難所運営委員会が、災害前に事前

に決めておくべき組 織体制、役割、検討事項などの標準的な事項をまとめたものです。各避 難所

で使用する際には、地域や避難所となる施設の実情に合わせて内容を柔軟に追加・修正・変更する

など常に地域の視点に立って実行性を高めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 避難所運営委員会の設置 

❶避難所の定義 

地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた人や、現に被害を受けるおそれがある人が一定

期間滞在して、生活の本拠地とするための施設です。 

 ※ 避難場所とは、災害が発生したときに、生命の安全を確保するため に一時的に避難する場所 

※ 緊急避難場所とは、津波警報等が発表又は津波の襲来が予想されたときに、生命の安全を確保

するために、緊急一時的に避難する場所 市原市地域防災計画等において、避難所は、次のように

規定されています。 

（ⅰ）避難生活を必要とする方を一時収容し保護するため、市があらかじめ指定した施設。(小

中学校、公民館などの屋内施設)  

（ⅱ）学校施設を避難所として開放する場合には、原則として、体育館を使用し、必要に応じて

特別教室等を使用します。  
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（ⅲ）避難者１人当たりに必要なスペースは概ね 4 ㎡として計算し、通 路等の必要スペースを

差し引くと、避難者 1人当たりの占有面積は概ね 2㎡程度となります。 

（ⅳ）避難者の性別を踏まえ、プライバシーの確保や生活環境を少しで も良好に保つよう運営

時には考慮します。 

 

❷避難所運営委員会に対する自主防災組織の役割 

発災後、避難所に避難してきた方々が中心となって、避難所の運営を行います。その自主防災組織・

町会・自治会・管理組合等の既存の組織を活用し「避難所運営委員会」を形成します。この避難所

運営委員会は、避難所において、避難生活を良好に維持するためのルール作りや良好な生活環境の

確保を行ないます。 そのためには、日ごろから自主防災組織・町会・自治会・管理組合等 の代表

が連携を図ることが必要であり、事前にルールや役割分担等を決めておくことが大切です。 また、

要配慮者や女性等の視点を十分に踏まえることを、忘れてはなりません。可能であれば、意思決定

の場に女性が参画することが効果的 です。なお、発災後、日ごろの話し合いに参加していない市

民の方々が避難してきた場合でも、協力して一緒に活動しましょう。 

 

❸避難所運営委員会の組織 

避難住民の中から選ばれた代表者により組織され、避難所を運営する意思決定機関として、ボラ

ンティア等の協力のもと、避難者の要望や意見の調整、避難生活のルールの決定及び徹底などを行

います。 避難所運営委員会には、避難住民からの選出による運営リーダー、運営副リーダー、各

活動班長と各居住組長を置きます。運営リーダーには、 学校等が所在する地域の自主防災組織の

会長、町会長等が適任と思われます。また、避難所運営には男女双方の要望や意見を反映するため、

男性ばかりでなく女性の役員も置くことが重要です。 

 

〇避難所運営委員会の構成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 行政の役割 

平常時においては、市役所及び施設管理者（学校長等）は、事前のルール作りや、施設の使用可

否について協議を行います。災害時においては、災害対策本部との連絡や、施設の備品貸し出し等、 

避難所運営委員会の活動を側面からサポートします。災害時において、市から各避難所へ派遣され

る職員は、２名程度となります。 

⑤ 施設管理者（学校長等） 
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施設の早期復旧を図るとともに、避難所の開設・管理・運営に協力します。 

⑥ 本部長(運営リーダー)や副本部長(運営副リーダー)の役割 

避難所運営委員会の責任者として下記業務を実施します 

 

〇業務実施チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇避難場所と避難所の区分等 

・避難所は災害の危険があり、避難した住民が一時的に滞在する施設（例: 学校・体育館、公民

館などの公共施設）。 

・避難場所は災害から身を守るために緊急的に避難する場所で、災害種別ごとに指定される（例: 

土砂災害、水害、津波、地震など）。 

・一時避難場所は危険な場合に一時的に避難する場所。 

・予備避難所は指定避難所が収容できなくなった場合に補完として開設される施設。 

市原市の場合は（前出しているが） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=552a587678914fd0JmltdHM9MTcyNjcwNDAwMCZpZ3VpZD0wZmNjZDU0My1hYmZlLTY4N2QtMTY3Yi1jNWQxYWExNDY5YTImaW5zaWQ9NTc4NQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=0fccd543-abfe-687d-167b-c5d1aa1469a2&psq=%e9%81%bf%e9%9b%a3%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%81%a8%e9%81%bf%e9%9b%a3%e6%89%80%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYm91c2FpLmdvLmpwL3RhaXNha3UvaGluYW5qby9wZGYvbGVhZmxldC5wZGY_dmVyPTE3MDAwMTQ3NzgxMTg&ntb=1
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3－4．避難所運営委員会の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3－5．応援協力体制 
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3－6．運営に係わる組織図の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3－7．避難所開設 

〇開設準備 
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各班で手分けして開設する。 

・避難所施設の開錠 

夜間や休日に地震等が発生した場合は、学校・公民館等の施設管理者 （職員等）及び市の配置

職員、並びに避難所近傍に居住する町会や自主 防災会の役員は、地震発生とともに避難所施設

に駆けつけ、体育館や校 舎等の開錠をすることが求められる。従い、施設の鍵は、施設管理者

の他、市職員や町会・自主防災会 の役員などが保管している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現地に到着したことを災害対策本部に連絡（避難所担当職員） 

・参集者全員の体調確認 

・運営リーダー等の確認及び選任 

・各班長等へ作業内容の確認と開設準備の指示 

・避難所施設の安全点検 

・備蓄庫を開錠し、必要資機材を運び出す 

・個別マニュアルによるレイアウトの確認 

・問診所の設営、受け入れ準備 

・受付の設営、受け入れ準備 

・一般避難者スペースの設営 

・体調不良者等の専用スペースの設営 

・福祉避難（要配慮者）スペースの設営 
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・ペット避難スペースの確保 

・災害時特設公衆電話の設置 

・避難所開設得に避難者が既に来ている場合の対応 

・準備完了後、受入手順・運営方法の確認 

その他省略 

 

3－8．自主防災組織 

市原市の「自主防災組織の活動に関する各種手続き」（市原市ウエブサイト）による 

 

①自主防災組織 

地域の人たちが互いに協力・連携して「自分たちの地域は自分たちで守る」という考え方に基づき、

災害から地域を守るために活動する組織のことをいいます。 

〇自主防災組織とは 

❶日頃から、防災啓発・防災訓練・防災資機材の備蓄や点検などの防災活動に取り組みます。 

❷災害時には、避難誘導・初期消火・負傷者の救出や救護・情報収集や伝達・給食や給水活動

などを行います。 

自助 ：自分（自分の家族）の安全は自らが守ることが、防災の第 1段階です。 

たとえば、地震が来る前に、あらかじめ自分の家を安全な空間にするよう家の耐震化や家具の

固定などができるのは自分だけです。 

また、地震が発生した際、揺れの中では誰もが自分の身を守ることしかできません。 

地震がおさまった後に自分の家で火災が発生した際に、真っ先に消すことができるのも自分で

す。自分で、自分や家族の生命・財産を守るための備えと行動が「自助」なのです。 

共助：自分たちのまちは、自分たちの手で守ることが第 2段階です。 

震災などの広域災害では、地域の防災機関（消防や警察など）が直ちにすべての災害現場に向

かうことができません。 

また、自衛隊など被災地の外からの応援が到着するには時間がかかります。 

しかし、救出活動も消火活動も早く始めるほど、また多くの人が参加するほど被害を小さく抑

えられます。 

阪神・淡路大震災でも、一番多くの人命を救ったのはこうした地域住民の力の結集でした。 

こうした自分や家族の安全が確保された後に、周りの方と協力し合って地域を守備えと行動が

「共助」なのです。 

公助：市や消防・警察、または県や国（自衛隊を含む）といった行政機関や電気・ガス・水道

などの公共企業などの支援や応急対策活動のことをいいます。 

公助は、その組織力を背景に大きな力を持っていますが、どんなに急いでも被災直後からすべ

ての能力を発揮することはできません。 

公助の支援が市民の皆さん一人ひとりの許へ届くためには、特に共助との連携が不可欠です。 

②自主防災組織の結成 
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地域の住民が集まり、自主防災組織を結成します。下記の養成講座を受けた防災リーダーや役

割分担を決めます。 

・県が認定する「千葉県災害対策コーディネーター」は大規模災害時の救援・救助など地域の防

災活動において、地域と行政、ボランティア組織等との連絡調整を担う、地域の防災リーダー、

災害対策コーディネーターになるためには、市町村が実施する養成講座（3～4 日間）を受講す

る。（「千葉県消防学校防災研修センター」では、地域防災力の向上のため、地域の自主防災組

織などを対象に、講義、図上演習、実技訓練など様々な研修を実施しています。 

災害対策コーディネーターとして登録されている方には、千葉県消防学校防災研修センターで

実施する研修の年間スケジュールをご案内していますので、皆様の活動内容などに合わせてス

キルアップのために、ご活用ください。） 

・市原市総合防災センターで自主防災組織の講義や実務訓練を受けられる 

③自主防災計画の作成 

自主防災計画は行政区域に関わりなく、集落や商店街、自治会など地区単位で居住者や事業者が

自発的に防災活動に関する計画を定めるというもの。 

・地域のリスク評価：地域内の危険箇所や過去の災害履歴を調査し、リスクを評価 

・防災マップの作成：避難所や避難経路、危険箇所を示した防災マップを作成 

・防災訓練の実施：定期的に防災訓練を行い、住民が災害時にどのように行動すべきかを確認 

・情報共有と啓発活動：防災に関する情報を住民に周知し、防災意識を高める 

 

なお、よく似ている言葉の地区防災計画、地域防災計画とは異なる 

・地区防災計画（ちくぼうさいけいかく）とは、災害対策基本法に基づき、市町村内の一定の地区

の居住者及び事業者（地区居住者等）が共同して行う当該地区における自発的な防災活動に関する

計画である。 

地区防災計画を策定するエリアは、各小学校区を単位とするエリアを基本としています。理由とし

ては、以下の 3 つがあります。 

・市原市地区別防災カルテが小学校区単位で整理されていること 

・地域の福祉活動について横断的な組織で話し合う環境が整っていること 

・小学校は大規模災害時に指定避難所となること 

策定に対し市が助成している。 

（「市原市地区防災計画の手引き」参照） 

・地域防災計画は、各地方自治体（当道府県や市町村）が災害基本法に基づいて策定する計画。こ

の計画は、地域の実情に則した災害伊作を具体的に定め、住民生命、身体及び財産を保護ることを 

目的している。（「市原市地域防災計画【修正概要】」や「市原市地域防災計画【概要版】」参照） 
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〇自主防災組織の編成及び役割分担例 
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4．各種組織や会議のまとめ 

防災関連の組織、

体制、計画書 

主な目的や役割 母体 構成メンバー 

市原市防災会議

（災害対策基本

法に定める） 

市民の生命、進退及び

財産を守りための対策

を実施することを目的

とする 

市原市役所 市長が会長 

市の防災対策本

部（震度 5以上の地

震、東京湾の大津波

警報、大雨警報で立

ち上げ） 

防災対策を実施するた

めの組織（地域防災計

画による） 

市原市役所 市長が本部長 

自主防災組織 

町内会、自治会、

マンションの管

理組合などの既

存の地域組織で

決議を採択し、結

成する 

 

〇平時 

地区の自主防災計画の

策定 

〇災害時 

避難所運営委員会のメ

ンバー（リーダー、副リ

ーダ―、各班の要員）と

なる。 

市が育成する共助の中

心となる組織で、主に町

内会や自治会が母体と

なって地域住民が自主

的に連帯して防災活動

を行う任意団体 

・「防災リーダー」 

資格はないが、（市町村

が実施する養成講座（3

～4 日間）を受講するこ

とが推奨されている） 

防災リーダーは町内会

や自治会の会長らが望

ましい 

・消防隊員 

・自治会員からのボラン

ティア募集 

避難所運営委員

会（避難所運営本

部） 

自主防災組織・町

会・自治会・管理

組合等の既存の

組織を活用し「避

難所運営委員会」

を形成 

 

〇平時 

・避難所運営本部にお

ける役割分担の決定 

・施設の使用範囲・使

用方法の決定 

・避難所生活のルール

の決定 

・避難所開設・運営の

訓練など 

〇災害発生時 

・避難所の開設と運営 

避難所開設・運営マニ

ュアル（市原市の「地域

の避難所開設・運営マ

ニュアル」）に従い、避

 
・自治会長、町内会長、

防災リーダーらが運営

リーダーになる 

・地震などの突発で広域

災害には職員の到着は 3

～4 日位遅れることがあ

る。共助,自助が重要と

なる。 

・避難者からボランティ

アを募る（市原市地域防

災計画の（ボランティア

の項） 

・施設管理者（学校関係

者）が協力する 
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難所の開設と運営を行

う 

市原市小学校区

地区防災計画 
 

〇〇小学校区安全・安心

ネットワーク 
 

（例）自治会自主

防災会（自治会に

よる） 

（例）自治会自主防災

規約を定め、防災計画

を作成し、地域住民の

隣保共同の精神に基づ

く自主的な活動を行う

ことにより、災害によ

る被害の防止、および

軽減を図る。 

自治会 （例）防災会長は自治会

長とし、地震等の発生時

における応急活動の指

揮命令を行う。 

大規模災害対策

基本方針に基づ

く「市原市の災害

ボランティアセ

ンター」 

大規模災害発生時に社

協が中心となって設営 

災害ボランティアセン

ターのことなどの業務

は、市原市社会福祉協議

会内のボランティアセ

ンター（市原市南国分寺

台 4-1-4）で行っている。 

 

社会福祉協議会

（社協） 

・社会福祉協議会では、

平時からボランティ

ア・市民活動の振興や

支援を行う。 

・大規模な災害発生時

には災害ボランティア

センターを開設し、被

災地の支援ニーズの把

握・整理とともに、支援

活動を希望する個人や

団体の受け入れ調整や

マッチング活動を行っ

ている。 

・地域の福祉活動を推進

するための民間組織 
 

災害救援ボラテ

ィア推進委員会

（＊1） 

阪神・淡路大震災

の教訓をもとに、

大災害を想定し

た災害救援ボラ

ンティアリーダ

・大地震等の大規模災

害に備えて、災害救援

を希望する人たちのた

めの講座を行い、災害

救援ボランティアを日

常的に教育訓練し、地

域防災に貢献する 

 
・会長：香山充弘氏 
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ーの育成・登録活

動にあたる民間

団体として 1995

年に設立 

・セーフティリーダー

の養成と認定 

（地域のセーフティリ

ーダー候補） 

・SL に認定されると本

会に入会できる。 

公益社団法人 

SL 災害ボランテ

ィアネットワー

ク 

災害救援ボラン

ティア推進委員

会（＊1）が開催

及び開催協力す

る「災害救援ボ

ランティア基礎

講座」を受講し

セーフティリー

ダー（SL)として

認定された方が

入会することが

できる 

・セーフティリーダー

認定証の発行 

・防災リーダーの育成 

・災害ボランティアセ

ンターに駆けつけ、支

援する 

 

 

 

 

 

＊1. 災害ボランテイア推進委員会 

災害救援ボランテイア推進委員会は阪神・淡路大震災の教訓をもとに、大地震を想定した災害救

援ボランテイアリーダーの育成・登録活動にあたる民間団体として 1995 年に設立された。設立

時委員長は石原信雄（元内閣官房長官） 

理念：；「わが身わが命は自分で守る」 

災害救援ボランテイアリーダーの養成と、また平常時には、地域の防災行動力向上に貢献できる

リーダー育成。講座修了者をセーフテイリーダー（SL）と認定し、その後の地域防災活動も支援

する。 

 

参考資料 

・防災マップ（各家庭に配布）           ・水害ハザードマップ①（各家庭に配布） 

・市原市市民大学の防災講座の資料         ・市原市地域防災計画 

・市原市の「地域による避難所開設・運営マニュアル」 

・市原市の「自主防災組織の手引き」（令和 5 年度） 

・市原市小学校区地区防災計画           ・ウイキぺディア（自主防災組織等） 

以上 


